
 

 

横浜市 

マイナンバー条例 

 

 

 

 

改正条例 

 

 

 

規則 

 国  
マイナンバー法 

 
 
 
 
 
 
 
 
省令 

 

市第１号議案「横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の施行に関する条例の一部改正」について 
 

１ 趣旨 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナ

ンバー法）が一部改正され、令和６年５月 27 日に施行されることに伴い、「横浜市行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条

例」（マイナンバー条例）を一部改正します。 

 

２ 改正概要 

マイナンバー法に規定されている「別表第二（※）」が削除され、同内容を「関連主

務省令」で規定するなどの法改正が行われます。 

これに伴い、マイナンバー条例において、マイナンバー法の「別表第二」を引用して

いる規定の整備等を行います。 

なお、今回の改正により、条例の趣旨や効果などに変更はありません。 

 

※自治体などの行政機関同士が、全国の情報提供ネットワークシステムを利用して、行政手続

に必要な特定個人情報をやりとり（情報連携）できる事務の種類や内容を定める。 

この度の法改正で、主務省令で定める形に変更される。 

 

３ 施行日 

  令和６年５月 27 日（マイナンバー法一部改正の施行日と同日） 

 

【参考：改正内容の例】 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

法別表第 2の 26 の項に規定 

する～もの 

別表第二 
二十六  

生活保護法による保護の決定及び実施

又は徴収金の徴収に関する事務 

四十二  

生活保護法による保護の決定及び実施

又は徴収金の徴収に関する事務 

別表第二を削除し、 

主務省令に記載 ～規則で定めるもの 

(省令)表 42 の項に掲げる事務 
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